
自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱の抜粋 

（ＳＯＳの出し方に関する教育関連部分） 

 

○自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号） 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第１７条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係

る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心

の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに当た

っては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。 

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との連携

を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として

共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、困

難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教

育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発

を行うよう努めるものとする。 

 

○自殺総合対策大綱（平成２９年７月２５日閣議決定） 

第３ 自殺総合対策の基本方針 

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる 

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞ 

地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆえに支援を得ることができず自殺に

追い込まれる人が少なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直面したとき、

誰にどうやって助けを求めればよいかの具体的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、つらいと

きや苦しいときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育（ＳＯＳの出し方に関する教

育）を推進する。問題の整理や対処方法を身につけることができれば、それが「生きること

の促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校で直面する問題や、その後の社会人とし

て直面する問題にも対処する力、ライフスキルを身につけることにもつながると考えられる。 

また、ＳＯＳの出し方に関する教育と併せて、孤立を防ぐための居場所づくり等を推進し

ていく。 

 

第４ 自殺総合対策における当面の重点施策 

２．国民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施 

学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間交流等を活用するなどして、児童生

徒が命の大切さを実感できる教育に偏ることなく、社会において直面する可能性のある様々

な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教育（ＳＯＳの出し方に関する教育）、
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心の健康の保持に係る教育を推進するとともに、児童生徒の生きることの促進要因を増やす

ことを通じて自殺対策に資する教育の実施に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】 

 

４．自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る 

（４）教職員に対する普及啓発等 

児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教職員や、学生相談に関わる大学等の

教職員に対し、ＳＯＳの出し方を教えるだけではなく、子どもが出したＳＯＳについて、周

囲の大人が気づく感度をいかに高め、また、どのように受け止めるかなどについて普及啓発

を実施するため、研修に資する教材の作成・配布などにより取組の支援を行う。自殺者の遺

児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員の資質向上のための研修等を実施する。

また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノリティについて、無理解や

偏見等がその背景にある社会的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。【文

部科学省】 

 

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する 

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備 

保健室やカウンセリングルームなどをより開かれた場として、養護教諭等の行う健康相談

を推進するとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置、及び

常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相談体制の充実を図る。また、これらの教職

員の資質向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学生の心の問題・成長支援

に関する課題やニーズへの理解を深め、心の悩みを抱える学生等を必要な支援につなぐため

の教職員向けの取組の推進を図る【文部科学省】 

また、学校と地域が連携して、児童生徒がＳＯＳを出したときにそれを受け止めることの

できる身近な大人を地域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生労働省】 

 

１１．子ども・若者の自殺対策を更に推進する 

我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向にあるものの、２０歳未満は平成１

０年以降おおむね横ばいであり、２０歳代や３０歳代は他の年代に比べてピーク時からの減

少率が低い。また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の自殺対策が課題とな

っている。さらに、２８年４月、基本法の改正により、学校におけるＳＯＳの出し方に関す

る教育の推進が盛り込まれたことから、特に若者の自殺対策を更に推進する。 

 支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広くとることは重要であるが、ライフ

ステージ（学校の各段階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置かれている

状況は異なっており、自殺に追い込まれている事情も異なっていることから、それぞれの集

団の置かれている状況に沿った施策を実施することが必要である。 

 

（３）ＳＯＳの出し方に関する教育の推進 

学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間交流等を活用するなどして、児童生

徒が命の大切さを実感できる教育に偏ることなく、社会において直面する可能性のある様々

な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教育（ＳＯＳの出し方に関する教育）、心



の健康の保持に係る教育を推進するとともに、児童生徒の生きることの促進要因を増やすこ

とを通じて自殺対策に資する教育の実施に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】 

 

児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教職員や、学生相談に関わる大学等の

教職員に対し、ＳＯＳの出し方を教えるだけではなく、子どもが出したＳＯＳについて、周

囲の大人が気づく感度をいかに高め、また、どのように受け止めなどについて普及啓発を実

施するため、研修に資する教材の作成・配布などにより取組の支援を行う。自殺者の遺児等

に対するケアも含め教育相談を担当する教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、

自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノリティについて、無理解や偏見等

がその背景にある社会的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。【文部科学

省】【再掲】 

 


